
令和２年度

第２回森林環境保全基金運営委員会

～令和３年度 新規・拡充事業等概要資料～

資料３（補足）

高知県林業環境政策課



＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
１．森林・山村多面的機能発揮対策交付金 1,393（1,344）百万円
① 地域住民や地域外関係者（関係人口）等による３名以上で構成する活動組
織が実施する里山林の保全、森林資源の利活用等の取組を支援します。

② 里山林の保全等（メインメニュー）の活動に組み合わせて実施する、路網の補修、
関係人口の創出・維持等の活動（サイドメニュー）を支援します。

※ 森林経営計画が策定されていない0.1ha以上の森林を対象に支援します。採択
に当たっては３年間の活動計画等が必要です。

※ 地方公共団体の支援のある活動や地域コミュ二ティの活性化を図るため中山間
地域における農地等の維持保全にも資する取組、有人国境離島地域で計画され
た活動等を行う場合は、優先的に支援します。

２．森林・山村多面的機能発揮対策評価検証事業 11（9）百万円
① 森林・山村多面的機能発揮対策交付金による活動の成果を評価・検証します。
② 地域協議会、活動組織を集めた活動内容の報告・意見交換会等を開催します。

森林・山村多面的機能発揮対策
【令和３年度予算概算決定額 1,404（1,353）百万円】

＜事業の流れ＞

［お問い合わせ先］林野庁森林利用課（03-3502-0048）

このボックス内は12pt 枠の上下幅調整可 上下中央揃え

事業の定量的な目標を１行程度で記載（体言止め）

＜対策のポイント＞
森林の多面的機能発揮とともに関係人口の創出を通じ、山村地域のコミュニティの維持・活性化を図るため、地域住民や地域外関係者等による活動組織が
実施する森林の保全管理、森林資源の活用を図る取組等を支援します。

＜事業目標＞
○ 各支援メニューごとに設定された森林の多面的機能の発揮に関する目標を達成した活動組織の割合（８割 ［令和３年度まで］）
○ 地域外からの活動参加者数（関係人口を含めた活動への参加者数）が増加した活動組織の割合を毎年度増加
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①メインメニュー

②サイドメニュー（メインメニューと組み合わせて実施）

森林・山村多面的機能発揮対策交付金

評価検証事業 ・活動の成果の評価・検証（モニタリング調査の分析等を含む）
・地域協議会、活動組織を集めた報告・意見交換会等
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令和３年度 森林保全シカ捕獲事業委託料について 2020.10.14
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　シカの狩猟期間（11月15日～３月31日:137日間）のうち、
２月末まで（106日間:狩猟期間のおよそ70％）の捕獲
「 3,555頭×70％≒2,500頭」について、高知県森林環境税
を活用し、捕獲報償金を狩猟者に支払う委託契約を５市町
と狩猟期までに締結する。

　２月末以降の捕獲分や捕獲実績が委託契約分を超えた場
合は、既存事業「シカ個体数調整事業費交付金」により処
理する。

　捕獲報償金に関する用件は既存事業と同じ。

狩猟による年度別シカ捕獲実績

H27 H28 H29 H30 R１ H27～R１平均

四万十市 1,482 1,040 941 1,263 816 1,108

四万十町 842 717 633 1,108 615 783

大豊町 508 358 464 425 448 441

香美市 676 892 669 799 894 786

安芸市 382 372 399 442 588 437

3,890 3,379 3,106 4,037 3,361 3,555

52.7% 49.8% 50.3% 50.4% 50.2% 50.7%

7,388 6,788 6,172 8,006 6,690 7,009

④

⑤
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全県に対する割合
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市　町
年度別捕獲実績（頭）

①

②

③

シカ害による森林の持つ公益的機能（土砂流出防備・水源かん養 など）の低下

５市町で
50％を捕獲
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本 県 で 実 施 する事 業

①　実施計画策定等事業
（指定管理鳥獣捕獲等事業計画策定調査委託料）

・　②事業実施計画策定のための調査

・　②事業を評価するための事前・事後調査等

・　事業検討会の開催    （委託先：専門機関等）

②　指定管理鳥獣捕獲等事業

    （指定管理鳥獣捕獲等事業委託料）

・　国有林内鳥獣保護区でのわな猟によるシカ捕獲

    　（委託先：認定鳥獣捕獲等事業者等）

③　効果的捕獲促進事業

④　認定鳥獣捕獲等事業者等の育成

⑤　ジビエ利用拡大を考慮した狩猟者の育成

    （ジビエ利用拡大狩猟者講習会委託料）

・　安全・安心なジビエの流通を図るため、狩猟者を対

象に捕獲方法や衛生管理等の講習会を実施  

    （委託先：専門機関等）

⑥　ジビエ利用拡大のための狩猟捕獲支援

    （ジビエ利用拡大狩猟捕獲支援委託料）

・　狩猟で捕獲したシカ・イノシシを指定した処理施設

に持ち込んだ際の報償金の支払いや、残差の産業廃

棄物としての処理費用を支援

  　（委託先：処理加工施設）

事　業　内　容

令和3年度  指定管理鳥獣捕獲等事業について　　　

事業概要（高知県）

高知県鳥獣対策課

（赤字）は県事業名

シカ捕獲事業の住み分け

免許交付件数（H16～R元）

未実施

農耕・里山地域

森林地域

② 指定管理鳥獣捕獲等事業
わな猟による捕獲：森林環境税

　狩猟＋α （有害捕獲）

中山間地域

高標高域
（国有林内鳥獣保護区）

県境
わな通報装置ＩＣＴ活用

⑤⑥ジビエ利用拡大

　有害捕獲＋α （狩猟）

○　ニホンジカ及びイノシシによる農林水産業被害及び自然生態系への影響が深刻化。

○ 環境省と農林水産省は、2013年にニホンジカ・イノシシの個体数を10年後の2023度までに
半減させる「抜本的な鳥獣捕獲強化対策」を公表。捕獲数の大幅な拡大を図るため、鳥獣法の
改正により創設した指定管理鳥獣捕獲等事業を交付金により支援。

○ 今後、ニホンジカは半減目標の達成に向けて、なお一層の捕獲を行う必要があるほか、高
密度地域が広範囲に及んでおり、更なる捕獲の強化が必要であることから、従来の都道府県
毎の捕獲等の取り組みに加えて、複数の都道府県が参加する広域協議会を設置し、都道府県
域を越えた広域的な調査や捕獲等を進め、シカの半減目標達成のための取組を促進する。

○ また、近年特に狩猟者による捕獲数が伸び悩んでいることから、狩猟者による捕獲を緊急
的に支援して、狩猟による集中的な捕獲を行うとともに、速やかに捕獲個体を加工処理場に運
搬して、捕獲個体の利活用を促進する。

高知県の現状

目的・背景（環境省）

高齢化

狩猟者年齢構成（R元）

・ Ｒ元狩猟者（狩猟免許交付件数）　  →　5,994件（うち、わな猟 3,664件）
・ Ｒ元シカ捕獲数（狩猟＋有害等） 　→　19,414頭（年間捕獲目標３万頭の65％）　
・ Ｒ元狩猟によるシカ捕獲 6,690頭　→　わな猟が87％（5,831頭）
・ シカのジビエへの利用率　　→　わずか２％程度
                                                        
                                                     



シカ個体数調査について

鳥獣対策課（R2.10.27）

令和３年度 令和２年度

予算 （入）2,178千円 （入）17,000千円

推計手法

(ベイズ推計)

●２年度の糞塊法・糞粒法調査データを基に

ベイズ推計を実施

●２年度までの捕獲数等のデータを使用

●令和２年度末時点の生息数を推定

※ 県内の市町村ごとの個体数推計（過去～未

来）

●２年度の糞塊法・糞粒法調査データ

●元年度までの捕獲数等のデータを使用

●令和元年度末時点の生息数を推定

※ 県内全域(ＡＢＣ管理ユニット)の個体

数推計（過去～未来）

※ 広い範囲の推計に便利

推計手法

(糞粒法)

●狭い範囲（１km2程度）のその時点の生

息数・密度指標（頭/km2）を示す。

●地点数が多いことで、県内のシカ分布の

範囲（広がり・その地点の密度）をみるこ

とが可能（110地点）。

糞塊法調査

※ ２年度（県内70ルート）のデータを使用

70ルート

元年度に使用した67ルートの再調査

高知県中央部で３ルート新設

糞粒法調査

※ ２年度（県内110地点）のデータを使用

110地点

26年度の調査地点を再調査

※ ベイズ推計の精度向上に活用

管理計画への

活用

●年間捕獲目標を23,000頭へ変更

●第４期（H29年４月～R４年３月）の更新

・令和３年１月 特定鳥獣管理計画検討会

・令和３年２月 環境審議会（諮問）

関係省庁、市町村、隣県等との協議

パブリックコメント

意見集約（意見反映）

・令和４年２月 環境審議会（答申）

・令和４年３月 公告

・令和４年４月 施行（第５期）

●現計画（年間捕獲目標３万頭）の見直し

●第４期（H29年４月～R４年３月）の更新

・令和３年１月 特定鳥獣管理計画検討会

・令和３年２月 環境審議会（諮問）

関係省庁、市町村、隣県等との協議

パブリックコメント

意見集約（意見反映）

・令和４年２月 環境審議会（答申）

・令和４年３月 公告

・令和４年４月 施行（第５期）

※ ３年度に実施していては「環境審議会

(答申)」に間に合わない。

令和２年度以降

への活用

後年の糞塊法調査を省いて、２年度以降の

捕獲数等のデータを加えて、再度ベイズ推

計のみを実施（経費削減）することも可能。

（ただし、精度を考慮すると令和５年度あ

たりまで）
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